
【第１段階】 歴史的建築物の保存建築物登録及び建築基準法適用除外までの流れ

歴史的建築物の保存建築物登録等手続きの手順

所有者
庁内
関係課

歴史的建築物
保存活用技術ア
ドバイザー

文化財保護
関係審議会
等（※注１）

担当課
（文化財
担当課）

建築指導
担当課 建築審査会 消防長

建物の活用方法、条例趣旨、
活用事例紹介等

①相談・協議

歴史的価値
の保全・向上
案、安全性確
保の措置等

各審議会
所掌事項

②相談③
技術的助言、
指導

④意見聴取、
相談等

⑤意見、
助言・指導

②相談

消防活動上
の問題等

⑥意見聴取

⑦意見関連
所管
事項

⑧意見照会

⑨意見

歴史的価値
の保全・向上
案、安全性確
保の措置等

担
当
課

(
文
化
財
担
当
課)

①相談

①保存活用計画素案の内容について相談・協議

⑩関連審議会、消防庁等意見回答

建
築
指
導
担
当
課

１－１
保存活用の
相談

担
当
課(

文
化
財
担
当
課)

建
築
指
導
担
当
課

１－２
保存活用方針
の決定

③
技術的助言、
指導

１－３
保存活用計画
（素案）作成

（※注２・注３）

連携

連携

②協議・事例紹介等



所有者
庁内
関係課

歴史的建築物保
存活用技術アド
バイザー

文化財保護
関係審議会
等（※注１）

担当課
（文化財
担当課）

建築指導
担当課 建築審査会 消防長

⑥相談⑦
技術的助言、
指導

⑤相談

消防活動上
の問題等

⑧意見聴取

⑨意見

歴史的価値
の保全・向上
案、安全性確
保の措置等

①登録申請

④登録（※注４）

②
申出

③
同意

保存建築物の建築基準法の適用の除外の指定

１－５
保存建築物の
登録

１－６
保存建築物の
建築基準法第
３条第１項第
３号の指定

連携

担
当
課

(

文
化
財
担
当
課)

建
築
指
導
担
当
課

建
築
指
導
担
当
課

①指定申請

同意

建築基準
法第３条
第１項第
３号の指
定につい
て

事前聴取

安全性確
保の措置
等の保存
活用計画
内容確認

②
事前
相談

③
意見

④建築審査会意見回答

①保存活用計画内容について相談・協議

担
当
課

(

文
化
財
担
当
課)

建
築
指
導
担
当
課

連携
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保存活用計画
作成

※注１ 文化財保護審議会、伝統的建造物群保存地区保存審議会（修理修景技術アドバイザー）、重要文化的景観保存活用検討委員会等
注２ 近江八幡市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例 第３条第２項に規定する保存活用計画をいう（以下同じ。）。
注３ 関連審議会、消防庁、庁内関係課より修正等意見がある場合は、素案を修正し、修正後に「１－３保存活用計画素案作成」の手

順を保存活用計画が作成できるまで行う。
注４ 建築審査会より保存活用計画の修正等意見の答申を受けた場合は、「１－４保存活用計画の作成」⑤以降の手順により計画を修

正し、修正後に再度「７．保存建築物の登録」の手順を行う。

【以下、建築審査会より修正等の
意見があった場合】
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【第２段階】 増築等の現状変更行為の流れ

２－１
現状変更の
許可

担
当
課

(

文
化
財
担
当
課)

建
築
指
導
担
当
課

①許可申請

②許可

連携

２－２
現状変更の
工事

２－３
現状変更に
係る工事の
完了検査

連携

担
当
課

(

文
化
財
担
当
課)

建
築
指
導
担
当
課

①検査依頼

②完了検査

所有者
庁内
関係課

歴史的建築物保
存活用技術アド
バイザー

文化財保護
関係審議会
等（※注１）

担当課
（文化財
担当課）

建築指導
担当課 建築審査会 消防長

【第３段階】 使用開始後の流れ
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①維持管理の報告（3年ごと）

③管理のための助言
管理が適当でない場合は、必要な措置をとる
ことを勧告

【必要があると認める時】
②現状又は管理の状況についての報告等の聴取

【必要な限度において】④立入調査等

※ 建築確認申請
が必要となります。

※ 建築確認を行った建
物については建築基準法
に基づく完了検査が必要
となります。
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※ 保存活用計画の登録事項の変更の場合
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